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食管法
制定

（S17）

農
地

担
い
手
・
経
営

米

農村の貧困追放と
都市への食料供給

広範な自作農を創設・定
着するための農地改革

・農地法の制定（S27）

食料が絶対的に不足し
食糧増産が大命題

・食糧増産5ヵ年計画（S27）

基
本
的
課
題

・恒常的な米輸入 米の直接支払交付金の交付対象を需給調
整参加者とする

①生産性、所得の農工
間格差の是正
②米麦中心の生産から、
畜産、野菜、果樹等需要
が拡大する作物へ生産
転換（選択的拡大）

農地流動化推進

・農地法の改正（S45）
（借地による農地流動化）

・農用地利用増進事業
（S50、単独法化（Ｓ55））

米の生産調整開始

担い手の育成・確保

・農業経営基盤強化促進法（H５）

国の全量管理から
民間主導の流通へ

・食糧法制定（H６）

効率的・安定的農業経営が担う農業構造の確立

米政策改革

①食料の安定供給の確保
②多面的機能の十分な発揮
③農業の持続的な発展
④農村の振興

⇒食料自給率目標の導入

①「農業」に加え「食料」「農村」
という視点から施策を構築

②効率的、安定的経営体育成
③市場原理の一層の導入

・米政策改革大綱決定（H14）

・経営支援策の体系化
・認定農業者制度の創設

・米価算定に生産費所得
補償方式導入（S35）

・米の生産調整本格開始
（S46）

・新たな米政策大綱決定（H９）

・食糧法改正（H16）

・備蓄のための政府買入れに限定
・計画流通制度への移行等

・稲作経営安定対策創設（H９）
・備蓄運営ルールの導入

生産数量目標の配分を需要実績に基づく
数量配分とする（売れる米づくり）、地域の創
意工夫による助成（産地づくり対策）

計画流通制度の廃止等

・農地法の改正（H21） リース方式による一般企業参入の全面自由化

・米の需給調整の見直し（H22～）

・農地中間管理機構関連２法の
制定(H25)

農地中間管理機構を都道府県段階に創設

・ ｢制度設計の全体像｣の決定
(再掲)

・農協法改正(H27) 地域農協が農業所得の向上に全力投球で
きる環境の整備

Ｓ36 農業基本法制定 Ｈ11 食料・農業・農村基本法制定

販売農家を対象に、恒常的なコスト割れに
着目した全国一律の交付単価での直接支払
いを実施

米価下落時の補填

・経営所得安定対策大綱（H17）

・中山間地域等直接支払制度
（H12)

・戸別所得補償制度（Ｈ22～Ｈ25）
※「経営所得安定対策」に名称変更
（Ｈ.25）

品目横断的経営安定対策（Ｈ19）と農地・水・環境保
全向上対策（Ｈ19）が車の両輪

・｢制度設計の全体像｣の決定
(H25)

経営所得安定対策の見直し、日本型直接
支払（多面的機能支払）の創設、水田のフル
活用及び米の生産調整の見直しを含む米政
策の実施

・農業災害補償法の制定
（S22） ・自立経営農家の育成

（農業基本法(S36))

・農業災害補償法の改正
（果樹共済の開始(S47)）

・スーパーＬ資金の創設(H６)

・農協法の制定（S22）

昭和20年 昭和36年 平成４年 平成11年

新基本法農政基本法農政戦後農政 新農政

農政の歩み①：戦後農政の大きな流れ

1



食
料
／

多
面
的
機
能

農業基本法 食料・農業・農村基本法

農
業

農
村

食料の安定供給の確保 多面的機能の十分な発揮

農業の持続的な発展

農村の振興

農業と他産業との間の
生産性と生活水準（所
得）の格差の是正

農
業
の
発
展
と

農
業
従
事
者
の

地
位
向
上

国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

ポ
イ
ン
ト

○農業の生産性の向上
○農業の総生産の増大と選択的拡大
○農産物の価格の安定
○家族農業経営の発展と自立経営 等

○基本計画の策定（H27に現行計画策定（食料自給率目標:45％））
○消費者重視の食料政策の展開
○効率的かつ安定的な農業経営による生産性の高い農業の展開
○市場評価を適切に反映した価格形成と経営安定対策
○自然循環機能の維持増進
○中山間地域等の生産条件の不利補正 等

農政の歩み②：食料・農業・農村基本法の制定

○ 高度経済成長を経て、食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面積の減少、農村の活力低下など、食
料・農業・農村をめぐる状況が大きく変化。

○ このため、UR合意を契機に農業基本法の見直しを求める声が高まり、平成11年７月、①食料の安定供給の
確保、②農業の有する多面的な機能の発揮、③農業の持続的な発展と④その基盤としての農村の振興、を理
念として掲げた食料・農業・農村基本法が制定。
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昭和50年
農業振興地域の整備

に関する法律改正

昭和45年
農地法改正

昭和37年
農地法改正

昭和27年
農地法制定

制
度

主
な
内
容

平成5年
農業経営基盤

強化促進法制定

昭和55年
農用地利用
増進法制定

○ 農地改革の
成果の維持を
目的に制定

・自作農維持

・寄生地主制の
復活阻止

○ 農業生産
法人制度を
創設

○ 権利取得の上限面積
制限の廃止
（都府県：3ha）
（北海道：12ha）

○ 賃貸借に関する統制
の緩和

（小作料の最高額統制の廃止等）

○ 貸借（リース）を中
心とした仕組みとし
て農用地利用増進
事業を創設

○ 農用地利用増
進事業を中心と
した新法を制定

○ 認定農業者制
度の創設

（農用地利用増
進法を農業経
営基盤強化促
進法に衣替え）

昭和36年
農業基本法制定

昭和47年日本列島改造論
（地価上昇）

平成21年
農地法改正

平成17年
農業経営基盤強化

促進法改正

平成15年
構造改革特別
区域法制定

制
度

主
な
内
容

○ 構造特区において、
遊休農地が相当程度
存在する地域に限り
一般企業が農地をリ
ースすることを可能に

○ 特区方式を全国展開
し、遊休農地が相当程
度存する地域におい
て一般企業が農地を
リースすることができ
るよう措置

○ 所有と利用を分離し、「農地
の有効利用」を軸として制度
を再構築

○ 農地集積の円滑化・遊休農
地解消策の強化

○ リース方式による一般企業
の農業参入を完全自由化

平成25年
農地中間管理機構

関連法制定

○ 担い手への農地集積を
進める画期的な手法とし
て、県段階に農地中間
管理機構を設立

○ 遊休農地解消策の強化
○ 農地台帳の法定化

平成27年
農地法改正

○ 農業生産法人の名
称を「農地所有適格
法人」に変更し、議
決権要件等を緩和

農政の歩み③：農地政策の変遷

○ 農業基本法の下で、所有権移転による自作農の規模拡大を目指したものの、①機械化による稲作の労働時
間の短縮に伴う兼業化の進展、②農地の資産的保有意識の高まりなどで農地の流動化は進まなかった。

○ このため、貸借による規模拡大に転換するとともに、意欲と能力のある経営体を明確化し、それらの者（担い
手）に対する農地集積が進められることとなった。
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・廃止（平成30年）

平成22年 平成26年平成19年

農政改革プラン
‐経営所得安定対策の見直し‐

戸別所得補償制度の導入
-新たな交付金の創設-

（22年は米のモデル事業として実施）

法律の制定
-水田・畑作経営所得安定対

策の導入-

新たな経営所得安定
対策の実施

平成30年～

・米の直接支払交付金

生産数量目標に従って、
生産する農家に15,000円/10ａ

・米価変動補填交付金

対象：生産数量目標に従って、
生産する農家

負担：国10割
補填：全額

26年産から単価を
7,500円/10aに削減

・廃止（平成26年）

下記の米価変動補填交付金で主に対応（平成22～25年）
・ナラシ対策（平成19年～）

・認定農業者：４ha
（北海道10ha）

・集落営農：20ha

継続
認定新規就農者の追加
規模要件の廃止

・ゲタ対策（平成19年～） 継続

・認定農業者：４ha
（北海道10ha）

・集落営農：20ha

平成27年

認定新規就農者の追加
規模要件の廃止※全ての販売農家を対象

（平成23～26年）

○ 平成19年から、担い手に対象を限定した水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）を導入。
（畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）、米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策））

○ 平成22年から、全ての販売農家を対象とする米の直接支払交付金を新たに措置したが、平成26年から、米
の直接支払交付金を削減し、29年産までの措置とした。

農政の歩み④：経営所得安定対策の変遷
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昭和40年代 平成７年 平成22年 平成26年

・米の直接支払交付金
（平成22年～）

・行政が農家に転作面積を配分
（昭和46年～平成15年）

・行政による生産数
量目標の配分廃止
（平成30年）

食糧管理法廃止
食糧法制定

-国の役割を備蓄に限定-

農政改革プラン①
‐水田フル活用と米政

策の見直し‐

戸別所得補償制度
-新たな交付金の創設-

食糧管理法
-政府米価による下支え-

（昭和17年～）

生産調整達成者に
15,000円/10ａ

・米価変動補填交付金
（平成22～25年）

対象：生産調整達成者
負担：国10割
補填：全額

26年産から単価を
7,500円/10a

26年産から廃止

・行政が農家に生産数量目標（作る米の量）を配分
（平成16年～平成29年）

下記の米価変動補填交付金で主に対応
（平成22～25年）

食糧法改正
-行政による米の生産数
量目標の配分の開始-

平成16年

・生産調整の達成い
かんに関わらず、自
給率向上のため、
主食用米以外の作
物に助成
（平成22年～）

米の生産調整の本格開始（昭和46年～）

・転作作物への助成開始（昭和46年）

対象：生産調整達成者

農政改革プラン②
‐行政による生産数量目

標の配分の廃止‐

平成30年～

・ナラシ対策（平成19年～）

・廃止
（平成30年）

・飼料用米、米粉用米
について数量払いを
導入
・産地交付金の充実
（平成26年～）

・認定農業者：４ha
（北海道10ha）

・集落営農：20ha

・国による米の全量管理
（昭和44年から自主流通
米制度を導入）

・民間の米が流通の主体
（価格は、民間の相対取引により形成）
・ＵＲ合意とＭＡ米の輸入

・棚上備蓄の導入（平成23年～：事前契約したもののみ）・回転備蓄（市場で売買）

・ナラシ対策

27年産から規模要件廃止

農政の歩み⑤：米政策の変遷

5



人口減少、高齢化に伴い、
国内の市場規模は縮小の可能性

1億2,600万人
（1995年）

1億2,671万人
（2017年）

１億190万人
（2050年）人口

83兆円
(1995年)

76兆円
（2011年）

飲食料の
マーケット規模

農産物貿易額
4,400億ドル
（約42兆円）

（1995年）

世界の農産物マーケットは拡大の可能性

・ 日本の農林水産業GDP（2015年）
世界10位

・ 日本の農産物輸出額（2013年）
世界60位

1兆4,000億ドル
（約136兆円）

（2013年）

農業総産出額 10.4兆円
（1995年）

9.2兆円
（2016年）

20年前 現在 2050年

人口 57億人
（1995年）

74億人
（2015年）

98億人
（2050年）

＋32％

国内

世界

▲20％

14.5％
（1995年）

27.7％
（2017年）

高齢化率
（65歳以上の割合）

生産農業所得 4.6兆円
（1995年）

3.8兆円
（2016年）

飲食料の
マーケット規模

（主要国）

－ 340兆円
（2009年）

農業就業人口 414万人
（1995年）

182万人
（2017年）

耕地面積 504万ha
（1995年）

444万ha
（2017年）

680兆円
（2020年）

○人口減少や高齢化に伴い、国内の市場規模は減少の可能性。一方、世界の農産物マーケットは拡大する可能性。
○国内外のマーケットの変化にかんがみれば、農林水産業の国際競争力を強化し、輸出産業への成長を目指した強い
農林水産業の構築が急務。

農政を取り巻く状況の変化
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地域政策：美しく活力ある農山漁村の実現

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（H25.12決定、H26.6改訂、H28.11改訂、H29.12改訂、H30.6改訂）

体質強化対策
（強い農林水産業の構築）

経営安定対策
（経営安定・安定供給のための備え）

「食料・農業・農村基本計画」（H27.3改訂）

「総合的なTPP等関連政策大綱」

需要フロン
ティアの拡大

食の安全と
消費者の信頼の確保

６次産業化の推進

新たな国内ニーズへの対応

日本食材の活用推進
食文化・食産業の海外展開
農林水産物・食品の輸出
等による輸出拡大

ＩＣＴを活用した
スマート農業の推進

産業政策：農林水産業の成長産業化

生産現場
の強化

バリューチェーン
の構築

多面的機能
の維持・発揮

米政策の見直し

経営所得安定対策の見直し

日本型直接支払制度の創設

人口減少社会における
農山漁村の活性化

農協･農委等の改革の推進

農地中間管理機構の創設

・ 農業者が自由に経営展開できる環境の整備
・ 農業者の努力では解決できない構造的な問題の解決
を通じて、更なる農業の競争力強化を実現する

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理・水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化

生産資材価格の引下げ

「農業競争力強化プログラム」（H28.11決定）

流通・加工構造の改革

生乳流通改革

土地改良制度の見直し

収入保険制度の導入

人材力の強化

戦略的輸出体制の整備
等

「強
く
て
豊
か
な
農
林
水
産
業
」と

「美
し
く
活
力
あ
る
農
山
漁
村
」を
実
現

（H27.11決定、H29.11改訂）
※ 農林水産業分野

○ 平成25年12月に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、産業政策と地域政策を車の両輪と
する農政改革を実施。産業政策においては、「農林水産業の成長産業化」を実現すべく、政策を展開。

○ 昨秋には、卸売市場を含めた食品流通改革や林業政策改革、本年６月には、水産政策改革の取りまとめを行っ
たところ。

我が国農政の基本姿勢
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平成25年 27年26年 28年 29年 30年 32年31年

体質強化対策・
経営安定対策

（TPP等対策）

農協
農業委員会

農業生産法人

法
施
行(

４
月)

担い手確保

日本型
直接支払

面積要件
撤廃

直接支払
法定化

農地集積

県

・

農

地

バ
ン
ク

設

立

（

３

月

）

法

案

成

立

(

12

月

)

生産調整の
見直し

米の
直接
支払は
29年産
まで

行政の
目標配分
に頼ら
ない
枠組み

方針決定

輸出
６次産業化

H31年の
輸出目標
１兆円

H28年輸出
7,502億円

対H24比
67％増

農
林
水
産
業
・地
域
の
活
力
創
造
本
部
の
設
置(

５
月)

農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン(

12
月)

Ｔ
Ｐ
Ｐ
大
筋
合
意(

10
月)

政

策

大

綱

(
11

月
)

Ｈ
27
補
正
予
算
成
立(

１
月)

全
中
移
行
期

(

９

月

末

)

農

林

水

産

業

輸

出

力

強

化

戦

略

(

５
月

)

輸

出

イ

ン
フ
ラ

整

備

プ

ロ
グ

ラ

決

定

農

林

水

産

業

・
地

域

の
活

力

創

造

プ
ラ
ン
改

訂(

11

月)
農

業

競

争

力

強

化

プ

ロ

グ

ラ

ム

決

定

林業改革

水産業改革

日
Ｅ
Ｕ
大
枠
合
意(

７
月)

農

業

競

争

力

強

化

支

援

法

施

行

(

８
月

)

Ｔ
Ｐ
Ｐ
11
大
筋
合
意(

11
月)

政
策
大
綱
改
訂(

11
月)

農

林

水

産

業

・
地

域

の

活

力

創

造

プ

ラ

ン

改

訂

(

12

月

)

法
案
成
立(

８
月)

Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
成
立(

12
月)

林

業

改

革

案

決

定

水
産
業
改
革
の
方
向
性

農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
改
訂(

６
月)

法

案

成

立

(

６

月

)

食

料

・
農

業

・
農

村

基

本

計

画

(

３
月

)

Ｈ
28
補
正
予
算
成
立(

10
月)

安倍内閣の農林水産政策の改革の全体像

農

林

水

産

業

・
地

域

の

活

力

創

造

プ

ラ

ン

改

訂

(

６

月

)

水
産
政
策
の
改
革
に
つ
い
て
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農業総産出額と生産農業所得の推移

・我が国で生産された農産物の生産量に農家庭先販売価格を乗じたものの総計

・農業総産出額から物的経費を控除し、経常補助金を加えた額

〈農業総産出額〉

〈生産農業所得〉

+8,000億円
（H26→H28）

+9,000億円
（H26→H28）
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新たな米政策の在り方

＜これまで＞ ＜今後の方向＞

○ 生産者や集荷業者・団体が、自らの経営判断や販売戦略に基づき、需要に応じた米生産を進めることが重要で
あり、行政・生産者団体・現場が一体となって推進。国として、このための環境整備を進めるとともに、平成30年産
から、行政による生産数量目標の配分を廃止。

行政による生産数量目標の配分は、平成30年産から廃止
し、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業
者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える環
境を整備

主食用米の需要が減少傾向。 （一人当たり消費量：昭
和37年 118kg → 平成27年 55kg）

これに即して、国は都道府県別の生産数量目標を配分
し、行政が個々の農業者に主食用米の生産数量目標を
配分。

○ 生産数量目標の配分

（環境整備）
・ 現在国が提供している全国ベースの主食用米の需給情報に加え、
よりきめ細かい県レベルでの販売進捗や在庫情報、価格情報を提供

・ 中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一層の推進 等

生産者が、需要をみながら、どのような米を、
いくら作るかなど、生産する量や作付方針を自ら
決められるようにすることで、生産者の経営の自
由度を拡大

○ 行政による生産数量目標の配分を廃止

生産者が自らの経営判断、販売戦略
に基づき、需要に応じた生産を推進

○「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年
12月農林水産業・地域の活力創造本部決定）

平成30年産から、米の直接支払交付金や行政によ
る生産数量目標の配分を廃止し、生産者自らマー
ケットの動向を見ながら需要に応じた生産・販売がで
きるようにしていくことを決定。

○「未来投資戦略2017」（平成29年６月閣議決定）でも
着実な実行を明記。 （参考）相対取引価格の推移

年産 H24 H25 H26 H27 H28 H29

年産平均価
格（円/60kg）

16,501 14,341 11,967 13,175 14,305 15,589

※29年産は平成30年5月まで
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経営所得安定対策等について

平成30年産から廃止。

＜現在の制度内容＞

〇 経営所得安定対策のうち米の直接支払交付金については、全ての販売農家を対象に一律の支払いなど構造
改革にそぐわない面があったため、２９年産限りで廃止。
〇 ゲタ対策、ナラシ対策、水田活用の直接支払交付金は３０年産以降も実施。

激変緩和のための経過措置として、26年産米から単
価を削減した上で、29年産までの時限措置として実
施。

全ての販売農家を対象に、米もコスト割れしているとして補填。
（10a当たり1.5万円）

戸別所得補償制度として平成22年度から導入

◆米の直接支払交付金

生産者の拠出を伴うセーフティーネットとして、収入の減少の

影響を緩和（基準収入から下がった分の９割を補填）。

諸外国との生産条件格差から生ずる不利（コスト割れ）を補填。

（麦、大豆等の畑作物が対象）

◆畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

◆米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

担い手経営安定法に基づき平成19年度から導入

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業
者に対して交付金を直接交付

◆水田活用の直接支払交付金

平成30年産以降も継続して実施。

（参考）

対象作物 交付単価
麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a

WCS用稲 8.0万円/10a
加工用米 2.0万円/10a

飼料用米、米粉用米 収量に応じ5.5～10.5万円/10a

対象作物 平均交付単価
小麦 6,890円/60kg

二条大麦 5,460円/50kg
六条大麦 5,690円/50kg
はだか麦 8,190円/60kg

大豆 9,040円/60kg

対象作物 平均交付単価
てん菜 7,180円/t

でん粉原料用
ばれいしょ

11,610円/t

そば 16,840円/45kg
なたね 9,920円/60kg

◆畑作物の直接支払交付金単価（平成30年度予算額）
（数量払）

（面積払）
当年産の作付面積に応じて、数量払の内金として交付
20,000円/10a（そばは、13,000円/10a）

◆水田活用の直接支払交付金単価（平成30年度予算額）
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1,059円 (30％)
159円
(4％)

394円
(11％)

131円
(4％)

相対取引価格 2,656円/10kg (75%)

農業者の販売価格

全
農
運
送
・保
管
経
費

及
び
手
数
料

中
間
流
通
業
者
経
費

小
売
業
者
経
費

小売価格 3,563円/10kg (100%)

その他コスト 資材費

生産コスト 1,353円

肥
料

農
薬

機
械

669円 (19％)

684円 (19％) 農
業
者
の
手
取
り

地代、利子、建物費、
土地改良及び水利費
等

流通コストを削減すれば、
農業者の所得向上

生産資材価格を引き下げれば、
農業者の所得向上

(68%) (14%)
2,412円

(7%)
244円

(11%)
399円 508円

※１ 小売価格は総務省「家計調査」から推計（平成25年9月から26年8月ま
での値を加重平均）。

※２ 相対取引価格（2,656円）は、農林水産省「米穀の取引に関する
報告」による相対取引価格（平成25年産平均）を精米換算したもの。

※３ 全農運送・保管経費及び手数料は、全農公表資料及びＪＡからの
聞き取り（平成25年）の中央値。

※４ 中間流通マージンと小売マージンは農水省の過去の推計値（平成18

年）を基に按分。
※５ 生産コストは農業経営統計調査の生産費（平成25年産、家族労働

費、自己資本利子・自作地地代を除く） 。

米（大規模（15ha以上）層のイメージ）
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